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船舶事故調査報告書 

 

                            令和４年１０月１９日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年６月２０日 ０９時２５分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市松
まつ

島北東方沖 

 久
く

須
す

見
み

鼻灯標から真方位１００°２５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２５.７′ 東経１３３°４９.４′） 

事故の概要 漁船富
とみ

丸は、北北東進中、また、プレジャーボート久
ひさ

丸は、漂泊

中、両船が衝突した。 

富丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、久丸は、右舷船尾

部ブルワークの亀裂等を生じた。 

事故調査の経過 令和４年６月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 富丸、１.６７トン 

 ＯＹ３－１５６０８（漁船登録番号）、個人所有 

 ７.１２ｍ（Lr）×１.７９ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６９.９０kＷ、昭和５１年７月９日 

 第２７１－７７３８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 久丸、５トン未満（長さ３.２４ｍ） 

 ２７１－２８２６１岡山、個人所有 

 ３.２４ｍ（Lr）×１.４０ｍ×０.５５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、７.２０kＷ、昭和６２年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７９歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６０年８月１日 

免許証交付日 令和元年９月１７日 

           （令和７年７月３１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ８３歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年４月１１日 

免許証交付日 令和元年５月２４日 

           （令和７年４月１０日まで有効） 

 死傷者等 なし 



- 2 - 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部ブルワークに亀裂、右舷船首部の手摺
す

りに曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、一本釣り漁を行う目的で、松島

東方沖の漁場に向け、令和４年６月２０日０５時１５分ごろ倉敷市

児島
こ じ ま

にある定係地を出発した。 

船長Ａは、０５時２５分ごろ漁場に到着した後、船首を北東方に向

けて漂泊しながら一本釣り漁を行った。 

船長Ａは、漁を終えて定係地に戻ることとし、漁具を片付けた後、

久須見鼻東方沖を目視で確認したところ、他船が見当たらなかったの

で、帰航する方向に他船がいないと思い、０９時２３分ごろＡ船の中

央部後方のやや右舷側の操縦位置に座って帰航を開始した。 

船長Ａは、Ａ船が約１０～１２ノットの対地速力で船首が浮上して

死角が生じた状態で松島北東方沖を北北東進中、０９時２５分ごろ、

何かに衝突したような衝撃を受け、Ａ船の船首が右に転向し、Ａ船の

左舷船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突したことに気付いた。 

船長Ａは、機関を後進にかけてＢ船に近づき、船長Ｂの負傷の有無

を確認した後、Ｂ船の船首部のロープをＡ船に取り、倉敷市大畠
おばたけ

漁港

にＢ船をえい
．．

航した後、１１８番に通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りを行う目的で、久須見鼻東

方沖の釣り場に向け、０８時００分ごろ大畠漁港を出発した。 

Ｂ船は、釣り場に到着した後、０８時３０分ごろ船首を北東方に向

けて漂泊をしながら右舷船尾部に腰を掛けて右舷方を向いて釣りを始

めた。 

船長Ｂは、Ｂ船が潮流で南東方に流されたら北西方に移動すること

を繰り返しながら釣りをしていたところ、南南西方からＢ船の方に向

けて北北東進するＡ船を認めた。 

船長Ｂは、航行する他船が何隻も通過し、Ｂ船を避けてくれたの

で、Ａ船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思い、釣りをしながら漂泊

を続けていたところ、Ａ船がＢ船に約１５ｍまで接近していることに

気付き、危険を感じて大声を上げて注意喚起をしたものの、左舷船尾

部に移動した後、Ｂ船とＡ船とが衝突するのを認めた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷

状況、写真３ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、帰航する際、久須見鼻東方沖を目視で確認したとき、干

潮で同鼻付近の岩礁がふだんより海面上に露出していて、Ｂ船がその

岩礁に紛れて見えなかったので、Ｂ船を見落としたのではないかと本

事故後に思った。 

Ａ船は、正船首方約１６°の範囲に船首浮上の死角が生じていた。 
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 船長Ａは、本事故当時、Ａ船の船首浮上により生じた船首部の死角

にＢ船が入っていたと本事故後に思った。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船の操縦位置からの見通し状況 

 

 船長Ａは、ふだんは航行中に時々立って進路上に他船がいるかどう

かを見ていたものの、本事故当時、帰航を開始する前に久須見鼻東方

沖を目視で確認したとき、帰航する方向に他船がいないと思ったの

で、帰航を開始した後、立って進路上に他船がいるかどうかを見てい

なかった。 

 Ｂ船は、有効な音響による信号を行うことができる簡易エアホーン

等を備えていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、船首浮上により船首部に死角が生じた状態で松島北東方沖

を北北東進中、船長Ａが、帰航する方向に他船がいないと思い、同じ

針路で航行を続けたことから、同死角に漂泊中のＢ船がいることに気

付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、帰航に当たり、航行を開始する前、久須見鼻東方沖を目

視で確認したとき、干潮で同鼻付近の岩礁がふだんより海面上に露出

していて、Ｂ船がその岩礁に紛れて見えなかったことから、帰航する

方向に他船がいないと思ったものと考えられる。 

 Ｂ船は、松島北東方沖で船首を北東方に向けて漂泊中、船長Ｂが、

Ｂ船に向けて北北東進するＡ船を認めた際、Ａ船が漂泊中のＢ船を避

けてくれると思い、釣りをしながら漂泊を続けたことから、回避する

のが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、航行する他船が何隻も通過し、Ｂ船を避けてくれたこと

から、Ａ船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思ったものと考えられ

る。 

浮上した船首部 約１６° 

水平線 
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原因  本事故は、松島北東方沖において、Ａ船が、船首浮上により船首部

に死角が生じた状態で北北東進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、帰航す

る方向に他船がいないと思い、同じ針路で航行を続け、また、船長Ｂ

が、Ａ船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思い、釣りをしながら漂泊

を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漁船の船長は、航行中、他船が陸岸付近の岩礁に紛れて同船を見

落とす場合があるので、適宜、操縦位置から立ち上がって船首方

の死角を補う見張りを適切に行うこと。 

・小型船舶の船長は、漂泊中、接近する他船を認めた場合、自船に

気付いていない場合があるので、他船が漂泊船を避航してくれる

と思わず、直ちに回避できるように機関を中立運転とし、早めに

衝突を避ける動作をとること。 

・小型船舶の船長は、有効な音響による信号を行うことができる携

帯式の簡易エアホーン等を備えておくこと。 

 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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岡山県 

倉敷市 

大畠漁港 

（Ｂ船の出港地） 

児島 

（Ａ船の出港地） 

倉敷市 

事故発生場所 

（令和４年６月２０日 

 ０９時２５分ごろ発生） 

久須見鼻灯標 

釜島 

岡山県 倉敷市 

 

松島 

久須見鼻 

衝突状況概略図 

Ａ船 

Ｂ船 

Ｂ船の釣り場 

 

Ａ船の釣り場 

Ａ船が帰航を

開始した場所 

Ａ船 

Ｂ船 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船の損傷状況 

 


